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○ 子ども・子育て支援事業計画について 

 

１ 子ども・子育て支援法，基本指針及び子ども・子育て支援事業計画の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画の記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号） 

基本指針（第60条） 

 

○ 内閣総理大臣が定める。 

○ 掲載事項の中に地方自治 

体の子ども・子育て支援事業 

計画の作成指針がある。 

○ 基本指針を定めたり変更し 

ようとするときは，関係行政機 

関の長への協議とともに，子 

ども・子育て会議の意見を聴 

かなければならない。 

子ども・子育て支援事業計画 

（市町村：第61条） 
 

○ 基本指針に即して５年を１期とする計画を 

策定 

○ 基本的（必須）記載項目 

○ 任意記載項目 

○ 計画を定めたり変更しようとするときは，審 

議会その他合議制の機関（地方版子ども・ 

子育て会議）の意見を聴かなければならな 

い。 

また，広く住民の意見を求め，反映させる 

ために努めるとともに，都道府県に協議しな 

ければならない。 

○ 任意記載項目 

 

① 産後の休業及び育児休業後における

特定教育・保育施設又は特定地域型保育

事業の円滑な利用の確保 

 

② 子どもに関する専門的な知識及び技

術を要する支援に関する都道府県が行う

施策との連携 

 

③ 労働者の職業生活と家庭生活との両

立が図られるようにするために必要な雇用

環境の整備に関する施策との連携 

○ 基本的（必須）記載項目 

 

① 教育・保育提供区域の設定 

 

② 各年度における教育・保育の量の見込

み並びに実施しようとする教育・保育の提

供体制の確保の内容及びその実施時期 

 

③ 地域子ども・子育て支援事業の量の見

込み並びに実施しようとする地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

 

④ 子ども・子育て支援給付に係る教育・

保育の一体的提供及び当該教育・保育の

推進に関する体制の確保の内容 

資料６ 

※ 基本指針は，平成25年８月６日に 

 国から「概ねの案」が示されている。 
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３ 基本指針に即した「市町村子ども・子育て支援事業計画」の全体イメージ 

 

  市町村子ども・子育て支援事業計画の掲載項目をイメージ化すると次のようになります。 

１ 市町村子ども・子育て支援事業計画の理念等（任意記載事項） 

  市町村子ども・子育て支援事業計画に係る法令の根拠，基本理念，目的等を記載する。 

 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期（任意記載事項） 

  市町村子ども・子育て支援事業計画の作成の時期を定める。 

 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（任意記載事項） 

  市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（５年間）を定める。 

 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価（任意記載事項） 

  各年度における市町村子ども・子育て支援事業計画の達成状況を点検及び評価する方法等を

定める。 

 

５ 教育・保育提供区域の設定 

  教育・保育提供区域の設定の趣旨及び内容，各教育・保育提供区域の状況等を定める。 

 

６ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の

確保の内容及びその実施時期 

(1) 各年度における教育・保育の量の見込み 

   各年度における市町村全域及び各教育・保育提供区域について，認定区分ごとの教育・保

育の量の見込みを定め，その算定に当たっての考え方を示す。 

 

(2) 実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

   認定区分ごと及び特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の区分ごとの提供体制の確

保の内容及びその実施時期を定める。 

 

７ 各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子

ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

(1) 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

   各年度における市町村全域及び各教育・保育提供区域について，地域子ども・子育て支援

事業の種類ごとの量の見込みを定め，その算定に当たっての考え方を示す。 

 

(2) 実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

   地域子ども・子育て支援事業の種類ごとの提供体制の確保の内容及びその実施時期を定め

る。 
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８ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関す

る体制の確保の内容 

  次の内容を掲載する。 

・認定こども園の普及に係る基本的考え方等 

・教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の役割，提供の必要性に係る基本的考え方及

びその推進方策 

・地域における教育・保育施設及び地域型保育事業を行う者の連携 

・認定こども園，幼稚園及び保育所と小学校等との連携の推進方策 

 

９ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事

項（任意記載事項） 

  育児休業満了時からの特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者

が，希望時に利用できるような環境を整えることが重要であることに留意しつつ，産前・産

後休業，育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等，特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業の計画的な整備等，各市町村の実情に応じた施策を定める。 

 

10 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携

に関する事項（任意記載事項） 

  児童虐待防止対策の充実，母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進，障害児施策の充実等に

ついて，都道府県が行う施策との連携に関する事項及び各市町村の実情に応じた施策を定め

る。 

 

11 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備

に関する施策との連携に関する事項（任意記載事項） 

  仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し及び仕事と子育ての両立のための基盤整

備について，各市町村の実情に応じた施策を定める。 
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４ 市町村子ども・子育て支援事業計画作成に関する留意事項 

  （平成25年８月６日 内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室作成資料より） 

 
◎ 市町村子ども・子育て支援事業計画のポイント －「量の見込み」，「確保の内容」・「実施時期」 

  

 ＜量の見込み＞ 

  ・ 幼児期の学校教育・保育・地域子ども・子育て支援事業について， 

    「現在の利用状況＋利用希望」を踏まえて記載（参酌標準）。 

      →  住民の利用希望の把握が前提。（子ども・子育て支援法第 61条第４項）  

 ＜確保の内容・実施時期＞ 

  ・ 幼児期の学校教育・保育について， 

    施設（認定こども園，幼稚園，保育所），地域型保育事業による確保の状況を記載。 

  ・ 量の見込みとの差がある場合には，施設・地域型保育事業の整備が必要。 

     （例） 平成 27年度に地域型保育事業（50人分）を整備、平成 28年度に施設（100人分）を整備 

  ・ 地域子ども・子育て支援事業についても同様に，確保の状況を記載。 

    また量の見込みとの差がある場合には，事業の整備が必要。 

 

 ○ 幼児期の学校教育・保育 

＜量の見込み＞                  ＜確保の内容・実施時期＞ 

 

 

 

 

 

 

 ○ 地域子ども・子育て支援事業 

○教育のみ＜１号＞ 

○保育の必要性あり（３－５歳）＜２号＞ 

○保育の必要性あり（０－２歳）＜３号＞ 

○施設（認定こども園，幼稚園）で確保 

○施設（認定こども園，保育所）で確保 

○施設（認定こども園，保育所）， 

地域型保育事業で確保 

利用者支援，地域子育て支援拠点事業，一時預

かり事業，乳児家庭全戸訪問事業，ファミリーサ

ポートセンター事業，延長保育事業，病児保育事

業，放課後児童健全育成事業等（13事業） 

量の見込み 
確保の内容， 

実施時期 

不足があ

る場合は

整備 

不足が

ある場合

は整備 

※上記のほか，人口減少地域などでは，上記以外の事業による確保も可能。 

例）「保育の必要性あり（３－５歳）＜２号＞」→地域型保育事業で確保 

（○年度に○人分） 


